
　

定
例
会
最
終
日
の
９
月
21
日
に
、

掲
載
の
意
見
書
の
ほ
か
、
「
津
波
対

策
に
関
す
る
意
見
書
」
、
「
電
力
多

消
費
型
経
済
か
ら
の
転
換
を
求
め
る

意
見
書
」
、
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー
買
取
法
の
実
効
性
を
確
保
す
る
こ

と
を
求
め
る
意
見
書
」
を
上
程
し
、

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
可
決
し
た
意
見
書
に
つ
い

て
は
、
関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

地
方
議
会
の
権
能
強
化
に

関
す
る
意
見
書

　

地
方
議
会
が
住
民
の
負
託
に
応

え
、
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
し
て

い
く
た
め
に
は
、
議
会
の
自
主
性
・

自
律
性
を
高
め
、
各
議
会
が
地
域
の

実
情
に
応
じ
、
自
ら
の
判
断
に
よ
り

権
能
を
行
使
で
き
る
「
強
い
議
会
」

の
構
築
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

総
務
省
は
、
本
年
１
月
に
「
地
方

自
治
法
抜
本
改
正
に
つ
い
て
の
考
え

方
」
を
示
し
、
地
方
公
共
団
体
の
基

本
構
造
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
検
討
す
る
と
す
る
一
方
、

長
が
臨
時
会
の
招
集
義
務
を
果
た
さ

な
い
場
合
な
ど
当
面
早
急
に
改
善
す

べ
き
事
項
等
に
つ
い
て
は
、
速
や
か

に
制
度
化
を
図
る
と
し
た
が
、
こ
の

当
面
早
急
に
改
善
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
法

案
は
、
未
だ
国
会
提
出
が
な
さ
れ
て

い
な
い
状
況
に
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
当
面

早
急
に
改
善
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て

速
や
か
に
法
改
正
を
行
う
と
と
も

に
、
引
き
続
き
、
更
な
る
地
方
議
会

の
権
能
強
化
を
図
る
た
め
の
法
改
正

を
行
う
よ
う
強
く
求
め
る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。
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９
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潮
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介
護
保
険
制
度
は
、
住
み
慣
れ
た

地
域
や
住
ま
い
で
、
自
ら
サ
ー
ビ
ス

を
選
択
し
、
自
ら
の
能
力
を
最
大
限

発
揮
し
て
尊
厳
あ
る
自
立
し
た
生
活

を
送
れ
る
よ
う
２
０
０
０
年
に
創
設

さ
れ
ま
し
た
。
制
度
施
行
後
11
年
が

経
過
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

高
齢
者
の
数
は
、
２
０
０
０
年
の
制

度
創
設
当
初
と
比
較
し
て
、
２
０
０

９
年
で
は
約
２
・
６
倍
と
な
る
な
ど
、

介
護
保
険
制
度
は
高
齢
者
を
支
え
る

制
度
と
し
て
着
実
に
機
能
し
て
お
り
、

少
子
高
齢
化
の
日
本
に
お
い
て
必
要

不
可
欠
な
制
度
と
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
都
市
部
を
中
心
と

す
る
急
速
な
高
齢
化
の
進
行
に
伴
い
、

ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
の
増
加
、
医

療
ニ
ー
ズ
の
高
い
高
齢
者
や
重
度
の

要
介
護
者
の
増
加
へ
の
対
応
な
ど

様
々
な
課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
課
題
を
解
決
す
る
た

め
、
第
５
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に

向
け
た
制
度
の
見
直
し
に
お
い
て
は
、

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
実

現
に
向
け
た
取
組
み
を
進
め
る
こ
と

や
給
付
の
効
率
化
・
重
点
化
な
ど
を

進
め
、
給
付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
を

図
る
こ
と
な
ど
を
基
本
的
考
え
方
と

し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
介

護
施
設
等
の
拡
充
や
在
宅
介
護
の
支

援
の
強
化
と
と
も
に
、
利
用
者
の
経

済
的
負
担
の
軽
減
や
介
護
報
酬
等
の

改
善
が
強
く
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
こ
で
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た

重
点
事
項
と
し
て
、
下
記
の
点
に
つ

い
て
強
く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

記

１　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
地
域

　

密
着
型
施
設
等
を
増
設
す
る
こ
と

２　

夜
間
訪
問
介
護
・
看
護
の
強
化

　

を
図
る
こ
と

３　

生
活
保
護
や
低
所
得
者
で
も
安

　

心
し
て
入
所
で
き
る
施
設
の
整
備

　

を
促
進
す
る
こ
と

４　

国
庫
負
担
割
合
を
引
き
上
げ
、

　

介
護
保
険
料
の
増
額
を
防
止
す
る

　

こ
と

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。
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９
月
21
日

　
　
　
　
　
　

埼
玉
県
八
潮
市
議
会

提
出
先　

内
閣
総
理
大
臣　

厚
生
労

働
大
臣

　

８
月
26
日
、
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
の
事
故
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性

物
質
に
よ
る
汚
染
に
対
し
、
不
安
を

一
日
も
早
く
解
消
す
る
た
め
、
国
は

汚
染
除
去
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組

ん
で
い
く
と
の
方
針
を
決
定
し
ま
し

た
。
追
加
被
ば
く
線
量
が
お
お
む
ね

年
間
１
〜
20
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
間

の
地
域
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
で
除

染
計
画
を
策
定
し
、
国
は
そ
の
円
滑

な
実
施
を
支
援
し
て
い
く
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

当
市
は
、
埼
玉
県
内
で
も
線
量
の

高
い
地
域
と
な
っ
て
お
り
、
す
で
に

市
独
自
で
保
育
園
園
庭
や
学
校
校
庭

の
除
染
を
は
じ
め
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
も
存
在
し
て
い
ま

す
。

　

よ
っ
て
、
基
本
方
針
に
示
さ
れ
て

い
る
財
政
支
援
、
専
門
家
の
派
遣
等

す
み
や
か
に
実
施
す
る
よ
う
強
く
求

め
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。　
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記

１　

当
面
早
急
に
改
善
す
べ
き
事
項

に
係
る
地
方
自
治
法
の
改
正

　

「
地
方
自
治
法
抜
本
改
正
に
つ
い

て
の
考
え
方
」
で
、
速
や
か
に
制

度
化
を
図
る
と
さ
れ
て
い
る
下
記

事
項
に
つ
い
て
、
早
急
に
法
改
正

を
行
う
こ
と

　

（
１
）
議
長
等
の
臨
時
会
の
招
集

請
求
に
対
し
て
長
が
招
集
し
な
い

と
き
は
、
議
長
が
臨
時
会
を
招
集

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

こ
と

　

（
２
）
副
知
事
及
び
副
市
町
村
長

の
選
任
を
専
決
処
分
の
対
象
か
ら

除
外
す
る
こ
と

　

（
３
）
条
例
･
予
算
の
専
決
処
分

に
つ
い
て
議
会
が
不
承
認
と
し
た

と
き
は
、
長
は
条
例
改
正
案
の
提

出
、
補
正
予
算
の
提
出
な
ど
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
す
る
こ
と

　

（
４
）
長
は
、
条
例
の
送
付
を
受

け
た
日
か
ら
20
日
以
内
に
再
議
に

付
す
等
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
を

除
き
、
当
該
条
例
の
公
布
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る

こ
と

２　

更
な
る
地
方
議
会
の
権
能
強
化

　
　

今
後
の
地
方
自
治
法
の
抜
本
改

正
に
お
い
て
は
、
下
記
事
項
に
つ

い
て
、
そ
の
実
現
を
図
る
こ
と

　

（
１
）
地
方
議
会
議
員
の
職
責
・

職
務
に
つ
い
て
地
方
自
治
法
に
規

定
す
る
な
ど
、
地
方
議
会
議
員
の

法
的
な
位
置
付
け
を
明
確
に
す
る

こ
と

　

（
２
）
議
長
に
議
会
招
集
権
を
付

与
す
る
こ
と

　

（
３
）
議
会
の
予
算
修
正
権
を
全

面
的
に
認
め
る
こ
と
と
し
、
地
方

自
治
法
第
97
条
第
２
項
た
だ
し
書

の
制
限
規
定
を
削
除
す
る
こ
と

　

（
４
）
議
長
に
議
会
費
予
算
執
行

権
を
付
与
す
る
こ
と

介
護
保
険
施
設
整
備
等
の

充
実
に
関
す
る
意
見
書

「
除
染
に
関
す
る
緊
急
実
施

基
本
方
針
」の
す
み
や
か
な

実
施
を
求
め
る
意
見
書

平成23年10月1日現在
前月比

…………83，215人 （＋101）
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本 会 議 （一般質問）
本 会 議 （一般質問）
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●次回の第4回定例会（12月）の日程（案）●

※この定例会日程は予定ですので、変更する場合があります。

開会、開議、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸報告、
議案の上程及び提案理由の説明など

総括質疑（議案に対する質疑）、議案の委員会付託

本　会　議
委員会報告、質疑、討論、採決など、閉会

11月30日(水)

平成23年

19日(月)

12月 8日(木)

9日(金)

12日(月)

13日(火)

14日(水)

15日(木)

16日(金)

意 

見 

書

７

やしお市議会だより

用
語

意
見
書
と
は

　
地
方
公
共
団
体
の
公
益
に
関
す

る
事
件
に
つ
い
て
当
該
議
会
の
一

機
関
と
し
て
の
意
思
を
意
見
に
ま

と
め
た
も
の
で
す
。


